
第２部（※任意項目）

〇科学研究費助成事業（科研費）について
１．科研費事業の概要
２．科研費事業の最近の動向について

〇令和８（2026）年度公募について
１．科研費の応募に当たって
２．令和８（2026）年度公募における主な変更点
３．科研費に応募する研究機関・研究者の方々へ

〇令和８（2026）年度科研費への応募について

〇科研費電子申請システムの操作方法について

※以下、スライドは文部科学省｢令和7（2025）年度科学研究費助成事業説明会｣資料（令和7年7月）、
文部科学省｢令和4（2022）年度科学研究費助成事業説明会｣資料（令和4年7月）および
文部科学省「競争的資金における間接経費の概要」資料（2019年10月）より抜粋
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〇科学研究費助成事業（科研費）について
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１．科研費事業の概要
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科学研究費助成事業（科研費）とは
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間接経費の管理等について
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競争的資金における間接経費について（１）
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競争的資金における間接経費について（２）

２．間接経費の使用等について

本学における間接経費の管理については、「常磐大学・常磐短期大学科学研究費補助金事務取扱要領」（以下
「要領」）第１１条において、「本学が交付機関の使用ルールにより研究者から譲渡された間接経費の管理は、本
学が行う」と定められています。

Ａ．申請、報告書等必要な諸手続きの際の消耗品等

Ｂ．各種研究助成に関する書類の郵送料

Ｃ．不正防止のために実施が求められている事務遂行に必要な消耗品等

Ｄ．科学研究費に関連する説明会等への出張費および学内説明会の開催に必要な経費

Ｅ．申請および採択件数を増加させるための勉強会等の開催に必要な経費

Ｆ．科学研究費事務担当非常勤職員人件費

Ｇ．その他本学の研究環境整備のための経費

１．間接経費の管理について

（１）間接経費の使用

間接経費については、要領第３条６項において「科学研究費による研究を行う際に、研究代表者が所属する

研究機関が研究機関の管理等に必要な経費として、研究環境の改善や研究機関全体の機能向上に活用する

など、科学研究費補助金最高管理責任者の責任の下、使用に関して方針を作成し、執行する経費」と定められ
ています。

（２）間接経費の主な使途
間接経費は、主として下記Ａ．～Ｇ．のような目的に使用しています。

12



２．科研費事業の最近の動向について
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〇令和８（2026）年度公募について
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１．科研費の応募に当たって
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科研費における三者の関係と役割
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科研費における三者の関係と役割
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科研費における三者の関係と役割
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科研費における三者の関係と役割
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２．令和８（2026）年度公募における主な変更点
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３．科研費に応募する研究機関・研究者の方々へ

44



45



46



参考資料

47



48



49



50



51



〇令和８（2026）年度科研費への応募について

52



令和８（2026）年度 科研費への応募について（１）
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１．応募予定調査について

令和８（2026）年度科研費への応募を予定されている方は、Google Classroom「科学研究費助成事

業 制度等説明会」クラスに参加して、授業（2026年度 科研費への応募について）の内容を確認の

うえ、『科研費応募予定調査フォーム』より回答を送信してください。

【URL】 https://forms.gle/FVyCyXVmSraYgvUu5

提出期限は２０２５年８月１８日（月）です。

※応募予定調査において「応募する」とご回答したのち、都合により応募を取りやめる場合は、応

募を取りやめる旨を地域連携研究支援センター研究支援係（kenkyu@tokiwa.ac.jp）に連絡してくださ

い。

本学が指定する提出期限を過ぎても応募書類の提出がない場合は、「応募する」意思が無いもの

として取り扱いますので、ご留意願います。（地域連携研究支援センター研究支援係より、「応募」

の有無について、個別に確認は致しません。）



令和８（2026）年度 科研費への応募について（２）
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２．応募書類の送信（提出）方法

『科研費応募予定調査フォーム』の回答を送信した方は、次の要領で関係書類を送信（提出）してく
ださい。

１）送信（提出）方法

「科研費電子申請システム」において、次の２）の応募書類を作成後、「確認完了・送信」ボタンを
押してください。なお、「確認完了・送信」ボタンを押しても日本学術振興会に直接応募書類が送
信されることはありません。（※地域連携研究支援センターにおいて、必要に応じて応募書類の
内容を確認のうえ、学内決裁を経たのちに日本学術振興会に送信します。）

なお、応募書類送信（提出）後の修正、校了等の手続きにつきましては、地域連携研究支援セ
ンターにおいて、必要に応じて応募書類の内容を確認する際にご案内いたします。

２）送信（提出）書類

・研究計画調書 （Web入力項目＋添付ファイル項目）

・その他（研究成果公開促進費などで必要な見積書など）



令和８（2026）年度 科研費への応募について（３）
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２．応募書類の送信（提出）方法

３）送信（提出）期限 ※令和８（2026）年度の応募にあたっては２つの送信（提出）期限を設けます。

① 地域連携研究支援センターによる応募書類の内容の確認を希望する場合

２０２５年８月２２日（金）１５：００まで

② 地域連携研究支援センターによる応募書類の内容の確認を希望しない場合

２０２５年９月３日（水）１５：００まで

地域連携研究支援センターにおいて、誤字脱字、入力箇所の相違、入力箇所間の整合性、その他形式上の不備がないか等
について確認を行い、応募者による再確認および修正等を経て、提出する方法。（研究の妥当性、適切性等、内容にかかわ
る事項を確認するものではありません。）

形式の相違等により提出が不可能な場合を除き、ご提出いただいた応募書類をそのまま提出する方法。

４）留意事項

応募書類の作成および送信（提出）は、科研費電子申請システムで行います。詳細は日本学術振

興会ホームページ（https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）を参照してください。

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html


〇科研費電子申請システムの操作方法について
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１．操作手引き等の入手方法について

２．提出する応募書類について

３．応募書類の提出方法について

４．研究機関が行う手続きについて（※一部省略）

５．応募者（研究代表者）が行う手続きについて

６．研究分担者が行う手続きについて

※本資料における科研費電子申請システムの画面は開発中のものです。
実際の画面とは異なる場合があります。
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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問い合せは、機関（地域連
連携研究支援センター研
究支援係）を通じて行ってく
ださい。



１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について

64



65

応募書類の提出（送信）
・８月２２日（金）まで
・９月 ３日（水）まで

事務局（地域連携研究支援センター）より提出

学振への提出（送信）
・９月１７日（水）まで



１．提出する応募書類について

61～63参照
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スライド67～69を参照

スライド70を参照



１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について

70

事務局

（地域連携
研究支援
センター）
より提出



１．提出する応募書類について

所属する研究機関が指定する期日【本学の場合は、８月２２日または

９月３日まで】に、科研費電子申請システム上で応募書類（研究計画調

書）を提出（送信）
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について

73



１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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スライド84へ

スライド77～79へ
スライド80～81へ
スライド82～83へ



１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について

84

スライド70を参照



１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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１．提出する応募書類について
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